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銚子テレビ放送株式会社 契約約款 

 
銚子テレビ放送株式会社（以下「当社」といいます）と当社が行うサービスの提供をうける者（以下

「加入者」といいます）との間に締結される契約（以下「加入契約」といいます）は、以下の条項による

ものとします。 

 

第１条（サービス提供） 

 当社は、サービスを提供する区域(以下「業務区域」といいます。)内において、当社のサービスを

提供するための施設(以下「本施設」といいます。)により、加入者に次のサービスを提供します。 

① テレビジョン放送の同時再送信サービス 

② 有線テレビジョン放送施工規則第２条３号の規定による「自主放送」番組サービス 

   この自主放送番組サービスの内容については、ベーシック番組、ペイ番組、コマーシャル番組 

   とする。 

 

第２条（約款の単位） 

 当社は、加入引込線 1回線ごとに 1つの加入契約を締結します。但し、集団加入については、別

個の条項によります。 

 

第３条  （契約の成立） 

 加入契約は、加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に

別個の条項によります。必要事項の記入と、標準工事費相当額の申込金を支払の上申込み、当社

がこれを承認した時に成立するものとします。但し、次の場合には承認しないことがあります。 

① 加入者引込線を設置し保守することが技術上並びに経営上困難であると判断される場合。 

② 加入申込者が本契約の各種料金の支払を怠るおそれがあると認められる場合。 

③ その他加入申込者が本契約に違反するおそれがあると認められる場合。 

２）加入者は加入引込線設置工事施工について、予め地主・家主・その他の利害関係者の承諾を

得ておくものとし、後日問題が生じた場合でも当社は責任を負わないものとします。 

 

第４条（加入工事費・月額利用料） 

 加入者は別表に定める加入工事費・月額利用料を当社に支払うものとします。 

２）落雷等やむを得ない事由により、当社が第 1 条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、

原則として月額利用料の減額は行わないものとします。但し、月のうち継続して１０日以上に亘って

そのサービスができなかった場合は、当該月分（２ヶ月にわたり引き続き１０日以上２０日未満行わな

かった場合は初月分）の月額利用料は無料にします。 

３）社会・経済情勢の変化に伴い、月額利用料を改定することがあります。その場合には、改定１ヶ

月前までに当該加入者に通知します。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間については、

これを据え置くものとします。 

４）ＮＨＫのカラー・衛星のテレビ受信料は、当社が設定した月額料金の中に含みません。 

 

第５条  （料金の支払方法） 

 加入者は当社に加入工事費・月額利用料等について、別途当社が指定する期日までに指定す

る方法により支払うものとします。 

２）加入者は当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月 1 日（金融機関の休日の場合に

は翌営業日）までに指定する方法で支払うものとします。 

３）当社は原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。 

 

第６条  （遅延損害金） 

 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払

がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で

計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支

払期日の翌日から起算して１０日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 

 

第７条（セットトップボックス） 

 セットトップボックス（以下「ＳＴＢ」といいます。）本体は、当社の所有とし加入者に貸与します。ま

た、リモートコントローラー等の付属品を当社より購入または別表に定めるＳＴＢ利用料を支払うこと

で貸与を受けることができます。ただし、リモートコントローラー等の付属品については、設置工事

完了日から１２ヶ月間保証するものとし、それ以降の故障については消耗品として有償での取り扱

いといたします。なお、Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードの取り扱いについては、第９条の規

定によるものとします。 

２）ＳＴＢ本体に故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるも

のとします。ただし、加入者が故意または過失によりＳＴＢを破損・汚損または紛失した場合には、加

入者は当社のＳＴＢ購入価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、

加入者はＳＴＢの交換を請求できません。 

 

第８条（施設の維持管理） 

 当社は、放送センターから保安器もしくはＶ‐ＯＮＵまでの施設について維持管理します。 

２）加入者は、当社の施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承認

するものとします。 

 

第９条（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカード） 

 Ｂ‐ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステ

ムズの「Ｂ‐ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

２）Ｃ‐ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する加入者は、貸与の別にかかわらず、ＳＴＢ１台につき

１枚のＣ‐ＣＡＳカードを当社より無償貸与されるものとし、ＳＴＢの解約または契約の解除後はすみ

やかにＣ‐ＣＡＳカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にＣ‐ＣＡ

Ｓカードの交換および返却を請求することができるものとします。 

３）Ｃ‐ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変

更ならびに改ざんすることを禁止し、それが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損

害・利益損失は加入者が賠償するものとします。 

４）加入者が故意または過失により、Ｃ‐ＣＡＳカードを破損または紛失した場合には、加入者はその

損害分を当社に支払うものとします。 

 

第１０条（施設の設置および費用負担） 

 当社は本施設のうち、当社は、本施設のうち放送センターからタップオフもしくはクロージャーま

での施設（以下「当社施設」といいます。）を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし加

入者は、タップオフもしくはクロージャーの引込端子から受信機までの引込工事負担金（以下「引込

工事費」といいます。）を負担するものとします。自営柱の建柱、地下埋没、鉄筋コンクリートの穴あ

け等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合には加入者はその費用を負担します。

２）本施設の設置工事は、当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。 

３）加入者は本施設のうち、保安器・Ｖ‐ＯＮＵの出力端子以降の全ての施設（以下「加入者施設」と

いいます。）のうち当社が貸与する機器を除いたものを所有し、その設置に要する費用を負担する

ものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものと

します。 

４）加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支

払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より１２ヶ月間とします。 

５）加入者は、加入者の名義変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場合には、

その費用を負担するものとします。 

 

第１１条（施設の所有関係） 

 本施設のうち、放送センター本施設のうち、放送センターから保安器出力端子もしくはＶ‐ＯＮＵ

までの施設及び同軸ケーブル、Ｖ‐ＯＮＵ電源、分配器、中継アダプタ、壁端子ユニット、壁端子取

付枠、壁端子プレート、ケーブル付き２分配器、ケーブル付き３分配器、ＨＤＭI、ＳＴＢ本体、ＳＴＢ

電源、ＳＴＢリモコン、Ｂ‐ＣＡＳカード、Ｃ‐ＣＡＳカード、LAＮケーブル、電話線、ローゼット、スコッチ

ロック等宅内機器は、当社の所有とします。本施設のうち、第１０条で規定した自営柱、地下埋設設

備は加入者の所有とします。 

 

第１２条（故障） 

 当社は、提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じま

す。 

２）加入者は、当社の提供する放送サービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による

場合は、修復に要する費用を負担するものとします。また、加入者施設の故障によって生じた損害

についても賠償責任を負うものとします。 

３）加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合は、その施設の修復

に要する費用を負担するものとします。 

 

第１３条（天災に関する事項） 

 当社の施設には保安装置が設けられていますが、落雷などにより加入者の受信機が破損した場

合、当社はその責任を負わないものとします。 

２）天災等により当社の施設が壊滅した場合、当社はその責任を負わないものとします。 

 

第１４条（利用に係る加入者の義務） 

 加入者は当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷

地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。 

２）加入者引込線に線条その他の導体を連絡し、またはＳＴＢを改変してサービスを無断で受信す

ることを禁止します。 

 

第１５条（契約台数） 

 加入者が本施設に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止します。 

２）加入者は前項に違反した場合は、加入者が当社のサービス提供を受け始めた時にさかのぼり、

当該料金を当社に支払うものとします。 

 

第１６条（著作権および著作隣接権侵害の禁止） 

 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを

目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多数人に対する上映、ビデオデ

ッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービス

に対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 

 

第１７条（放送内容の変更） 

 当社はやむを得ない事情により、放送内容を変更または終了する場合があります。なお、変更ま

たは終了によって起こる損害の賠償には応じません。 

 

第１８条（設置場所の変更） 

 同一敷地内での施設の変更、または同一敷地外の移転先が当社の業務区域内で、かつ最寄り

のタップオフもしくはクロージャーに余裕がある場合、加入者はＳＴＢの設置場所を変更できるものと

します。 

 

第１９条（名義変更） 

 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て旧加入者の名義を変

更できるものとします。 

２）前項の規定により名義を変更しようとする時は、名義変更手数料１,１００円（税込）を当社に支払

わねばなりません。 

 

第２０条（解約） 

 加入者は加入契約を解除しようとする場合は、解約を希望する日の１０日前まで当社にその旨を

文書により申し出るものとします。 

２）前項による解約の場合、加入者は４条の規定による料金を当該解約の日の属する月の分まで支

払うものとします。 

３）第１項による解約の場合、当社はお客様の屋内・屋外配線、端末設備等を撤去します。その際

には料金表に定める解約に係る撤去費をご負担いただきます。 

４）撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者

はその復旧費用を負担するものとします。 

５）当社は、加入者が月額利用料を支払期日まで支払わなかった場合、または月額利用料を継続

して３ヶ月支払わなかった場合は、サービスの提供を停止し加入契約は解除されたものとします。 

 

第２１条（加入者の義務違反による解約） 

 当社は、契約約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に通告のうえサービスの提供

を停止し、あるいは加入契約を解除することがあります。 

２）加入者は、前項により当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款による

全ての権利を失います。 

３）加入者は、第１２条２項の定めに違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始め

た年月にさかのぼって、当該規約に定められた利用料金相当額を別途当社に支払っていただきま

す。 

 

第２２条（最低利用期間） 

 本サービスには、２年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 

２）加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日まで

に、料金表の定めにより解約金を支払うものとします。 

 

第２３条（定めなき事項） 

 この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をも

って協議上解決にあたるものとします。 

 

附則 

この約款は、平成２８年７月１９日より施工します。 

 

附則 

この約款は、令和２年５月１６日より施工します。 

 

附則 

この約款は、令和４年１月３０日より施工します。 
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附則 

この約款は、令和４年７月１日より施工します。 

 

 

 

 

別表 料金（通常料金） 

１．ケーブルテレビサービス初期費用(工事費) 

料金種別 単位 金額 

ケーブルテレビ基本工事費

（未対応住宅） 
1加入工事ごとに初回のみ ３８，５００円（税込） 

ケーブルテレビ基本工事費

（対応住宅） 
1加入工事ごとに初回のみ ２７，５００円（税込） 

 

２．ケーブルテレビ対応集合住宅入居者初期費用(工事費) 

料金種別 単位 金額 

チューナー設置工事費 1加入工事ごとに初回のみ ８，８００円（税込） 

 

３．利用料（基本契約） 

料金種別 金額 

ベーシックチャンネル ４，２９０円（税込） 

 

４．解約金（最低利用期間内の契約解除の場合） 

種別 期間 金額（不課税） 

戸建住宅 

０～１２ 料金月 １０，０００円 

１３～２４ 料金月 ５，０００円 

戸建住宅（インターネット同時

工事の場合） 

 

０～１２ 料金月 ３５，０００円 

１３～２４ 料金月 １７，５００円 

戸建住宅（電話同時 

工事の場合） 

 

０～１２ 料金月 ３５，０００円 

１３～２４ 料金月 １７，５００円 

集合住宅（インターネット同時

工事の場合） 

 

０～１２ 料金月 ８，０００円 

１３～２４ 料金月 ４，０００円 

 

５．その他の料金 

料金種別 単位 金額 

解約・加入解除時に係るもの １加入工事ごと ８，８００円（税込） 

 

 


